
資料 2 

議題 地域密着型介護老人福祉施設の指定について 

事業所の概要 

申請者 社会福祉法人 北斗泰山会 

事業所名称 特別養護老人ホーム アマポーラ 

所在地 千葉県印西市内野 1-7-1 

指定予定年月日 令和５年９月１日 

利用定員 ２９名（9 名×1 ユニット、10 名×2 ユニット） 

※併設：短期入所 9 名（1 ユニット） 

 

添付書類 

１ 運営規程 

２ 重要事項説明書 

３ 平面図及び写真 

















































   

特別養護老人ホーム アマポーラ 

 

所在地  外観 

 

 

 

   

事務室①  事務室② 

 

 

 

   

静養室  医務室 

 

 

 



   

機械浴（脱衣室）  機械浴 

 

 

 

   
スタッフルーム  居室 1-① 

 

 

 

   
居室 1-②  居室 1-③ 

 

 

 



   

居室 2  共同生活室① 

 

 

 

   
共同生活室②  個浴 1（脱衣室） 

 

 

 

   
個浴 1  個浴 2 

 

 

 



   

ホール（ユニット出入口）  トイレ 

 

 

 

   

片廊下  中廊下 

 

 

 

   

   

   

 



地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 アマポーラ 

人員基準 

職種 基準 配置 判定 

管理者 

常勤、原則専従 

同一施設の他の職務、同一敷地内の他の

事業所の管理者又は従業者の兼務は可 

社会福祉主事（常勤専従） 〇 

医師 
入所者に対し健康管理及び療養上の指導

を行うために必要な数 

1 名（非常勤専従） 

1 日/週（月曜、4時間） 
〇 

生活相談員 

1 以上（原則常勤）時間帯を明確に区分し

て同法人内の他の職種従事は可。社会福祉

主事 

1 名（常勤専従）社会福祉主事 

〇 

介護職員 

介護職員及び看護職員の総数が常勤換算

で 3人に対し 1人 

1 人は常勤 

看護職員 2 名（常勤専従）、介

護職員 16 名（常勤専従 13 名、

非常勤専従 3 名）、常勤換算

14.75（定員 38 名（常勤換算 13

名（38/3=12.66） 

〇 

看護職員 
看護師又は准看護師 1以上 

1 人は常勤 

看護師 1名（常勤専従） 

准看護師 1 名（常勤専従） 
〇 

栄養士 栄養士又は管理栄養士 1以上 管理栄養士 1名（常勤専従） 〇 

機能訓練指導員 

1 以上 

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看

護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ

指圧師 

理学療法士 1名（非常勤専従） 

1 日/週（水曜、8時間） 
〇 

介護支援専門員 

1 以上 多職種と兼務可（ただし居宅介護

支援事業所の介護支援専門員との兼務は

不可（増員の者を除く）） 

介護支援専門員1名（常勤専従） 

〇 

 

ユニット型 勤務体制の確保等 

基準 配置 判定 

昼間について、ユニットごとに常時 1 人以上の介護職員又は

看護職員を配置 

各ユニット介護職員 13:00-

16:00 2名配置、その他の時間

は 1名配置 

〇 

夜間及び深夜について、2ユニットごとに 1人以上の介護職

員又は看護職員を配置 

夜間及び深夜4ユニットで介護

職員 2名配置 
〇 

ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置 

ユニットケアリーダー研修受講者を施設に 2 名以上配置 

ユニットごとに常勤のユニッ

トリーダーを配置。 

4 名のうち 2名受講済み 

〇 

※夜間とは…22:00 から 5:00 までを含めた 16時間 

※昼間とは…夜間以外の 8 時間で事業所が設定する。 



地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 アマポーラ 

設備に関する基準（ユニット型） 

施設・設備 基準 配置 判定 

居室 

定員 1 名 

共同生活室に近接して設ける 

原則 1 ユニット 10人以下 

10.65 ㎡以上(2 人部屋は 21.3 ㎡以上) 

ブザーを設ける 

定員全室 1 名 

 

1 ユニット 9～10人 

12.42～12.85 ㎡ 

各居室にナースコール設置 

〇 

共同生活室 

いずれかのユニットに属する（他のユニッ

トの入居者が通過することなく移動でき

る） 

2 ㎡×ユニット定員以上 

（車いすが通行できる形状） 

必要な設備及び備品をそろえること 

（テーブル、椅子、流し、調理設備） 

各ユニットに配置 

 

 

22.08～23.66 ㎡ 

 

テーブル、椅子、流し、調理設

備 

〇 

洗面設備 
居室ごと又は共同生活室ごとに適当数設

ける 

各居室に設置 
〇 

便所 

居室ごと又は共同生活室ごとに適当数設

ける 

ブザーを設ける 

各ユニット 3か所設置 

 

ナースコールを設置 

〇 

浴室 
ユニットのある階ごとに設けることが望

ましい 

各ユニットに浴室 1 

１Ｆに機械浴 1 
〇 

医務室 

医療法第 1 条の５第 2 項に規定する診療

所とする。必要な医薬品及び医療機器を備

える。必要に応じて臨床検査設備を設ける 

 

〇 

廊下 幅 1.5ｍ以上。中廊下は 1.8ｍ以上 1.504ｍ、1.895～1.9ｍ 〇 

消火設備 

 粉末消火器 20ｍ毎 14か所 

火災報知装置 火災通報電話

機 

パッケージ型自動消火設備 

煙感知器 

〇 

 


